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株式会社HRデータラボ

サービス内容事前説明書（50⼈未満5000円プラン）

１．ストレスチェック実施サービスを提供する事業者

① 事業者名 株式会社HRデータラボ

② 所在地 〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3丁⽬13-7 名古路ビル本館4階北

③ 代表者⽒名 三宅朝広

④ 担当部署‧担当者名 代表取締役 三宅朝広

⑤ 連絡先（電話‧メール）
メールアドレス：stresschecker@stresschecker.jp
電話番号：03-6273-0072

２．ストレスチェックの実施体制

① 実施者（⽒名、資格、所属機関） 株式会社HRデータラボ
公認⼼理師 ⼭本久美 

② 実施事務従事者の有無と業務範囲
実施事務従事者：有り
業務範囲：個⼈の調査票の回収‧データ⼊⼒、個⼈結果の記録の保存、
     医師の⾯接指導の申出勧奨等

▼説明のポイント 当社の対応状況 対応詳細

受託業務全体を管理するための体制が整備されているか。（全体の管理
責任者が明確になっているか。） ◎ 責任者のもとで、受託業務全体が管理される体制となっています。

受託業務を適切に実施できる⼈数の下記の者が確保されているか。ま
た、下記の者がストレスチェック制度に関する⼗分な知識を有している
か。
 ‧ ストレスチェックの実施者として必要な資格を有する者
 ‧ 実施者の指⽰に基づいてストレスチェックの実施の補助業務を⾏う
実施事務従事者

◎

受託業務を適切に実施できる⼈数の下記の者が確保されており、下記の者はストレ
スチェック制度に関する⼗分な知識を有しています。
 ‧ ストレスチェックの実施者として必要な資格を有する者
 ‧ 実施者の指⽰に基づいてストレスチェックの実施の補助業務を⾏う実施事務従
事者

実施事務従事者の担当する業務の範囲は必要な範囲に限定されている
か。 ◎ 実施事務従事者の担当する業務の範囲は必要な範囲に限定されています。

労働者からの問い合わせに適切に対応できる体制が整備されているか。 ◎ 不明点は担当者でとりまとめていただき、質問できる体制となっています。

実施者やその他の実施事務従事者が、必要に応じて委託元（説明先の事
業場）の実務担当者と綿密に連絡調整を⾏う体制が取られているか。 ◎ 実施者やその他の実施事務従事者が、必要に応じて、委託元の実務担当者と連絡調

整を⾏う体制が取られています。
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３．ストレスチェックの実施⽅法

① 調査票 職業性ストレス簡易調査票 57 項⽬

② 調査⽅法
※ 紙、WEB それぞれの場合の調査⽅法、⼿順等

‧⽅法：WEB
‧弊社サービス「ストレスチェッカー」に必要な情報を登録して、実施していただきます。

③ ⾼ストレス者‧⾯接指導対象者の選定⽅法 素点換算表を⽤いて、厚労省マニュアルの評価基準の例（その２）によって⾏います。

④ 労働者本⼈に対するストレスチェック結果の通知内容及び通知⽅法

＜通知内容＞
ア 個⼈のストレスチェック結果
 ①個⼈のストレスプロフィール（個⼈ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図で⽰したもの。
  次の 3 つの項⽬ごとの点数を含む）
  ‧職場における当該労働者の⼼理的な負担の原因に関する項⽬
  ‧当該労働者の⼼理的な負担による⼼⾝の⾃覚症状に関する項⽬
  ‧職場における他の労働者による当該労働者への⽀援に関する項⽬
 ②ストレスの程度（⾼ストレスに該当するかどうかを⽰した評価結果）
 ③⾯接指導の対象者か否かの判定結果
イ セルフケアのためのアドバイス
ウ 事業者への⾯接指導の申出⽅法（申出窓⼝）
 ※アで⾯接指導の対象とされた者に通知する

＜通知⽅法＞
 WEB画⾯上で労働者本⼈に通知します

▼説明のポイント 当社の対応状況 対応詳細

調査票 調査票は法令の要件（ストレス要因、⼼⾝のストレス反応、周囲のサ
ポートの３領域を含む等）を満たすか。 ◎ 調査票は、厚⽣労働省のストレスチェック制度に準拠したものになっており、法令

要件を満たしています。

国が⽰す調査票（57 項⽬⼜は 23 項⽬）以外の調査票を⽤いる場合は、科
学的な根拠が⽰されているか。 ◎ 厚⽣労働省準拠の57項⽬の調査票を⽤いています。

調査⽅法
調査票の配布‧回収、未受検者に対する受検勧奨の具体的⽅法（委託元
（説明先の事業場）が⾏うか、受託者が⾏うか）。 ◎

‧メールアドレスを利⽤する受検⽅法：調査票の配布、回収、受検勧奨は、委託先
の受検システム上で⾏います。
‧メールアドレスを利⽤しない受検⽅法：調査票の配布、回収は、委託先の受検シ
ステム上で⾏います。受検勧奨は委託元が⾏います。

実施者が受検者全員のストレスチェック結果を確認し、⾯接指導の要否
を判断する体制が取られるか。 ◎ 厚⽣労働省マニュアルの評価基準の例（その２）に基づいて受検者全員の⾼ストレ

ス判定が⾏われ、⾯接指導の要否を判断する体制が取られています。
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⾼ストレス者
‧⾯接指導対
象者の選定⽅
法

ストレスチェック結果の評価⽅法及び⾼ストレス者の選定⽅法‧基準は
法令の要件を満たすか。 ◎ ストレスチェック結果の評価⽅法及び⾼ストレス者の選定⽅法‧基準は、厚⽣労働

省のストレスチェック制度に準拠しており、法令の要件を満たしています。

ストレスチェック結果の評価⽅法及び⾼ストレス者の選定⽅法‧基準は
分かりやすく労働者に開⽰されるか。 ◎ 受検前に全受検者にわかりやすく提⽰することができます。

⾼ストレス者の選定に当たり、調査票に加えて補⾜的に⾯談を⾏う場
合、当該⾯談を⾏う者は、医師、保健師等の適切な国家資格保有者であ
るか、⼜は臨床⼼理⼠、産業カウンセラー等の⼼理専⾨職となるか。ま
た、当該⾯談は実施者の指⽰の下に実施する体制が取られるか。

— 補⾜的な⾯談は実施しない形でストレスチェックを実施いただきます。

労働者本⼈に
対するストレ
スチェック結
果の通知内容
及び通知⽅法

本⼈に通知する内容は、①ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で⽰し
たもの、②⾼ストレスの該当の有無、③⾯接指導の要否など、法令に定
められた内容を網羅するものとなるか。

◎
本⼈に通知する内容は、①ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で⽰したもの、
②⾼ストレスの該当の有無、③⾯接指導の要否など、法令に定められた内容を網羅
しています。

サービスとして、本⼈に通知する内容について、個⼈結果の過年度デー
タとの経年⽐較は表⽰されるか。表⽰される場合、何年度分か。 ○

（WEB受検の場合）本⼈に通知する内容として、本⼈が過年度の個⼈結果データを
閲覧することは可能です。ただし、複数年度の結果を同⼀画⾯上で⽐較表⽰する機
能はありません。
なお、個⼈結果データは、WEB‧紙受検いずれも5年間以上保管されます。

ストレスチェック結果の通知（電⼦メール⼜は封書）は、実施者やその
他の実施事務従事者及び労働者本⼈以外の第三者に知られることのない
形で、直接本⼈にされる⽅法がとられるか。

◎
WEB画⾯上でのストレスチェック結果の通知は、実施者やその他の実施事務従事者
及び労働者本⼈以外の第三者に知られることのない形で、直接本⼈に通知される⽅
法がとられます。

⾯接指導が必要な労働者に対して、実施者やその他の実施事務従事者及
び労働者本⼈以外の第三者に分からないような適切な⽅法で⾯接指導の
申出を促す体制がとられるか。
 ※⾯接指導の申出の勧奨に当たり、⾯接指導対象者だけに職場で封書
を配布すると、⾯接指導対象者であると他の者に類推される可能性があ
ることから、電⼦メールで通知する、全員にストレスチェック結果を封
書で通知する際に併せて⾯接指導対象者である旨の通知⽂も同封して通
知するなどの配慮が必要となること。

◎
⾯接指導が必要な労働者に対して、実施者やその他の実施事務従事者及び労働者本
⼈以外の第三者に分からないような適切な⽅法で⾯接指導の申出を促す体制がとら
れます。
‧WEB受検：個⼈結果画⾯上で、⾯接指導の申出を促す案内が表⽰されます。

調査票の記⼊‧⼊⼒、調査票の回収等が、実施者やその他の実施事務従
事者及び労働者本⼈以外の第三者に⾒られないような状態で⾏える⽅法
が取られるか。スマートフォンや PC による WEB 受検など、ICT を⽤い
て⾏う場合は、実施者及び労働者本⼈以外の第三者に⾒られないような
パスワード管理、不正アクセス等を防⽌するセキュリティ管理が適切に
⾏われるか。

◎ 実施者やその他の実施事務従事者及び労働者本⼈以外の第三者に⾒られないよう、
個⼈結果はパスワード管理されます。

労働者の受検の状況を適切に把握し、事業者からの求めに応じて、受検
状況に関する情報を提供できる体制。 ◎ 労働者の受検の状況を適切に把握し、事業者からの求めに応じて、受検状況に関す

る情報を提供できる体制があります。
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４．ストレスチェックの料⾦体系
① ストレスチェック実施料⾦
※ 紙、WEB の別
※ ⼀⼈当たり料⾦、従業員数に応じた基本料⾦の設定 等

ストレスチェック50⼈未満5000円プラン：総額で5,000円（税込5,500円）
※上記⾦額に、実施者の委託料⾦も含まれます。

② その他費⽤に係る条件の有無
※ 他のサービスとのセット料⾦となっている 等

ストレスチェック実施にあたり、①以外の費⽤はかかりません。

▼説明のポイント 当社の対応状況 対応詳細

ストレスチェック実施料⾦として、実施者及び実施事務に従事する内部
スタッフ（実施体制）＋実施事務経費＋システム提供＋データ保管と
いった実施に不可分の費⽤は、原則加味されているか（これらの費⽤が
オプション（別料⾦）とされている場合には、その料⾦設定につい
て）。

◎ ストレスチェック実施料⾦として、実施体制＋実施事務経費＋システム提供＋デー
タ保管といった実施に不可分の費⽤は、加味されています。

ストレスチェック実施料⾦等について、具体的な額が明⽰されオプショ
ン料⾦等との明確な区別がなされているか。 ◎ ストレスチェックの実施にかかる料⾦と、オプションの料⾦は明確に区別されてい

ます。

どこまでのサービスを提供しているのか（集団分析、⾯接指導、相談窓
⼝等）、それぞれ標準サービスか、任意で選択できるオプションサービ
スか。

◎

‧集団分析（※）はWeb画⾯上でご覧いただけます。
 ※集計には、組織、任意の分類(1項⽬)、性別、年代、職種、職位、雇⽤形態が含
まれます。
‧データ保管も料⾦に含まれます。受検データは法令により5年以上、弊社サーバー
に保管されます。

５．ストレスチェック以外のオプション及び料⾦

① 集団分析
※ 無料∕⼀定の集団数までは無料∕１集団〇円 等

集団分析は無料で提供しています。（⼩規模事業場の場合、回答者数が10⼈未満の組織については⾮表
⽰となります）

② 医師の⾯接指導
※ 外部機関のオプションサービスが有るのか
（オプションサービスが有る場合の料⾦について、回数によらない⼀括契約か∕
実際に⾯接指導が実施された場合１回につき〇円 等）
※（外部機関のオプションサービスの有無に関わらず）⾯接指導の依頼先の選択肢
として、地産保等についての案内

医師の⾯接指導は、⼩規模事業場であれば地域産業保健センターにて無料で申し込みできます。
地域産業保健センターでの⾯接実施が難しい場合、弊社の医師⾯接指導のオプションサービスをご利⽤
いただくことも可能です。（実施1回につき税込55,000円）

③⾯接指導以外の相談窓⼝等
※ 外部機関のオプションサービスが有るのか
※（外部機関のオプションサービスの有無に関わらず）利⽤できる相談窓⼝の選択肢と
して、働く⼈のメンタルヘルス‧ポータルサイト こころの⽿」の相談窓⼝や委託元内
に健康相談の体制がある場合は当該相談窓⼝の利⽤についての案内

電話カウンセリングサービスをご⽤意しております。（従業員1名あたり税込55円∕⽉、年間契約）
また、相談窓⼝の案内先として、「働く⼈のメンタルヘルス‧ポータルサイト こころの⽿」の相談窓
⼝を受検者へご案内することも可能です。
加えて、委託元事業場内に健康相談窓⼝等の体制がある場合は、当該窓⼝の利⽤について案内すること
もできます。
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▼説明のポイント 当社の対応状況 対応詳細

集団分析

集団ごとの集計‧分析を⾏い、わかりやすく結果を⽰すことができる
か。その際、集団ごとの集計‧分析の単位は、回答者10 ⼈以上となる
か。

◎

集団（職場、グループ等）ごとの集計‧分析を⾏い、結果を⽰します。⼩規模事業
場の場合、集団ごとの集計‧分析の単位は、回答者10 ⼈以上となります（10⼈未満
の集団の数値は⾮表⽰）。
また、職場ごとの集計表だけでなく、「仕事のストレス判定図」もご提供しており
ます。

医師の⾯接
指導

オプションサービスが有る場合の⾯接指導の料⾦については、実際に⾯
接指導が実施された場合のみ発⽣するか。 ◎ オプションサービスである⾯接指導の料⾦については、実際に⾯接指導（オンライ

ン∕対⾯）が実施された場合のみ発⽣します。

⾯接指導の実施場所については、プライバシー保護や労働者の利便性の
観点から適切か。 ◎

オプションサービスの⾯接指導は、プライバシー保護および労働者の利便性に配慮
して実施しております。対⾯実施では、社外である主要駅周辺の会議室を利⽤する
ため、職場の⼈⽬を気にせず⾯接に臨むことができ、プライバシーが守られます。
オンラインの場合は、Zoom等を利⽤し、委託元企業様にて第三者に会話内容が聞
かれない環境をご⽤意いただいたうえで実施することになります。

⾯接指導を実施するに当たり、事業者から対象となる労働者の労働時
間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況等
の勤務の状況や職場環境等に関する情報を事業者から⼊⼿し、適切に取
扱う体制となっているか。

◎
オプションサービスの⾯接指導を実施するに当たっては、事業者から対象となる労
働者の労働時間、労働密度、業務内容等の勤務の状況や職場環境等に関する情報を
事業者から事前に⼊⼿し、適切に取扱う体制となっています。

受託業務を適切に実施できる⼈数の⾯接指導を⾏う産業医資格を有する
医師が確保されているか。また、これらの者がストレスチェック制度に
関する⼗分な知識を有しているか。

◎
オプションサービスの⾯接指導は、産業医資格を有する医師が実施できる体制を整
えております。これらの医師はストレスチェック制度に関する⼗分な知識を有して
います。

⾯接指導の結果を事業者に通知するに当たり、就業上の措置を実施する
ため必要最⼩限の情報に限定し、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容
等の⽣データが提供されることがないような⽅法が取られるか。

◎
⾯接指導結果を事業者へ通知する際は、就業上の措置の検討に必要な情報に限定し
て提供します。診断名、検査値、具体的な愁訴内容などの⽣データは共有せず、医
師の意⾒書として必要最⼩限の内容のみ通知する運⽤としています。

⾯接指導の結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委託元の実
務担当者を通じた事業者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制が
取られるか。

◎ 緊急を要する事態が発⽣した際は、委託元の実務担当者へ連絡をとり、連携して適
切に対応できる体制を整えております。

オプションサービスの有無に関わらず、⾯接指導の委託先の選択肢とし
て、地産保等の利⽤について、適切に案内されているか。 ◎ オプションサービスの有無に関わらず、地産保等の利⽤について適切に案内するこ

とができます。

その他、⾯接指導対象者に対する申出の勧奨等、フォローアップのサー
ビスがあれば、その具体的な内容。 ◎ メールアドレスを利⽤するWEB受検の場合、⾯接希望のない要⾯接指導対象者へ、

メールで⾯接の申出勧奨をすることができます。
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⾯接指導以
外の相談窓
⼝等

ストレスチェック受検者への結果の通知において、⾯接指導以外の相談
窓⼝についてどのように提⽰されるか。（委託元（説明先の事業場）内
に健康相談の体制がある場合の当該窓⼝の案内の仕⽅等）

◎
⾼ストレス該当者に表⽰する案内⽂はカスタマイズいただけます。その案内⽂に
は、⾯接指導以外の相談窓⼝として、事業場内の健康相談窓⼝や外部相談窓⼝等の
情報を記載することができます。

⾯接指導以外の相談窓⼝の利⽤⽅法や、匿名性が担保されていることに
ついて、ストレスチェック受検者に分かりやすく提⽰されるか。 ◎ 受検前に、全受検者にわかりやすく提⽰することができます。

６．情報管理

① 結果通知等の情報の流れ 受検後、WEB画⾯上に結果が表⽰されます。

② 結果の保存 弊社のサーバーにて、5年以上保管されます。

▼説明のポイント 当社の対応状況 対応詳細

個⼈情報保護の体制（プライバシーマーク、ISMS（ISO㾴㾹㾲㾲㾳 認証）取得等） ◎
弊社はプライバシーマークを取得しています。また、ストレスチェッカーのシステ
ム基盤であるAWSは⽇本政府の定めるセキュリティ評価制度(ISMAP)をクリアして
います。

結果通知等
の情報の流
れ

ストレスチェックの結果を事業者に通知することについての同意の取得
⽅法について、法令に則った⽅法になるか（事前や実施時に同意を取得
するような不適切な⽅法が取られないか）。

◎
ストレスチェック結果を事業者に通知することについての同意取得⽅法は、法令に
則って実施しております。受検者本⼈への結果通知後に同意の有無を確認してお
り、事前または受検時に同意を取得する運⽤は⾏っておりません。

ストレスチェックの結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委
託元（説明先の事業場）の実務担当者を通じた事業者との連絡調整を含
め、適切に対応できる体制が取られるか。

◎ ⾯接指導結果報告書及び事後措置に係る意⾒書に沿って適切に対応いただくことが
できます。

結果の保存 本⼈に通知する内容について、個⼈結果の過年度データとの経年⽐較が
表⽰される場合、実施者⼜はその他の実施事務従事者が結果の記録を経
年⽐較に必要な期間保存するための具体的な⽅法、そのために必要な施
設、設備が整備され、実施者やその他の実施事務従事者及び労働者本⼈
以外の第三者が閲覧できないような⼗分なセキュリティが確保される
か。

◎

過去データは、経年⽐較に必要な期間、弊社管理のサーバーにて適切に保存されま
す。また、保存データへのアクセスは、実施者、実施事務従事者及び受検者本⼈な
ど、権限を付与された者に限定しています。
なお、WEB受検の場合、受検者本⼈が過去結果を閲覧する際には、本⼈が設定した
パスワードによる認証を実施しており、第三者が閲覧できないよう配慮していま
す。


